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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
百
三
十
九
号

令
和
四
年
第
一
回
東
京
都
議
会
定
例
会
を
、
二
月
十
六
日
に
招
集

す
る
。

令
和
四
年
二
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
百
四
十
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
東
五
反
田
二
丁
目
第
３
地
区
市
街
地
再
開

発
組
合
の
設
立
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
四
年
二
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

東
五
反
田
二
丁
目
第
３
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

令
和
四
年
二
月
九
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

品
川
区
東
五
反
田
二
丁
目
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地

品
川
区
東
五
反
田
二
丁
目
十
四
番
十
八
号

五

設
立
認
可
の
年
月
日

令
和
四
年
二
月
九
日

六

事
業
年
度

四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

七

公
告
の
方
法

事
務
所
の
掲
示
板
に
掲
示
し
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
官
報

等
に
掲
載
し
て
こ
れ
を
行
う
。

八

権
利
変
換
を
希
望
し
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期

限
令
和
四
年
三
月
十
日

◉
東
京
都
告
示
第
百
四
十
一
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
東
京
駅
前
八
重
洲
一
丁
目
東
Ａ
地
区
市
街

地
再
開
発
組
合
の
設
立
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
四
年
二
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

東
京
駅
前
八
重
洲
一
丁
目
東
Ａ
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

令
和
四
年
二
月
九
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

中
央
区
八
重
洲
一
丁
目
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地

中
央
区
八
重
洲
一
丁
目
四
番
十
六
号

五

設
立
認
可
の
年
月
日

令
和
四
年
二
月
九
日

六

事
業
年
度

四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

七

公
告
の
方
法

事
務
所
の
掲
示
板
に
掲
示
し
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
官
報

等
に
掲
載
し
て
こ
れ
を
行
う
。

八

権
利
変
換
を
希
望
し
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期

限
令
和
四
年
三
月
十
日
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◉
東
京
都
告
示
第
百
四
十
二
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
二
月
九
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

指
定
に
係
る
道

路
の
種
類

指
定
年
月
日

指
定
に
係
る
道

路
の
位
置

指
定
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
四
年
一

月
二
十
一
日

国
立
市
大
字
谷

保
字
栗
原
五
千

九
百
四
十
七
番

三
の
一
部

延
長一

六
・
七
〇

幅
員

四
・
五
〇

◉
東
京
都
告
示
第
百
四
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
二
月
九
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間

東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
二
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

相
模
原
立
川

二

変
更
の
区
間

日
野
市
程
久
保
三
丁
目
三
十
七
番
一
地
先

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五

十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二
号
（
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
最
高
裁

判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
二
十

二
号
）
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
基
づ
き
、
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
次

の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
四
年
二
月
九
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

施

設

の

名

称

所

在

地

リ
ア
ン
レ
ー
ヴ
二
子
玉
川

世
田
谷
区
玉
川
三
丁
目
二
十
九
番
一

号

ケ
ア
ハ
ウ
ス
東
日
暮
里

荒
川
区
東
日
暮
里
三
丁
目
三
番
八
号

公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
四
年
二
月
九
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

青
梅
市
日
向
和
田
三
丁
目
七
百
四

十
七
番
一
、
七
百
四
十
八
番
一
及

西
東
京
市
北
原
町
三
丁
目
二
番

二
十
二
号

び
七
百
四
十
九
番
一

株
式
会
社
ア
ー
ネ
ス
ト
ワ
ン

代
表
取
締
役

松
林

重
行

青
梅
市
野
上
町
一
丁
目
百
四
十
二

番
一
の
一
部
（
第
一
工
区
）

西
東
京
市
東
伏
見
三
丁
目
六
番

十
九
号

タ
ク
ト
ホ
ー
ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
寺

一
裕

国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る

政
令
に
規
定
す
る
知
事
が
定
め
る
数
に
つ
い
て

令
和
四
年
度
に
お
け
る
、
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算

定
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
四
十
一
号
。
以
下
「
算

定
政
令
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第
八
項
、
第

十
条
第
三
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
十
一
条
第
三
項
及
び
第
六
項
に

規
定
す
る
知
事
が
定
め
る
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

令
和
四
年
二
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

医
療
費
指
数
反
映
係
数

算
定
政
令
第
九
条
第
三
項
の
知
事
が
定
め
る
数
は
、
一
と
す
る
。

二

一
般
納
付
金
所
得
係
数

算
定
政
令
第
九
条
第
五
項
の
知
事
が
定
め
る
数
は
、
一
・
三
三

六
一
五
六
五
〇
四
三
八
二
四
と
す
る
。

三

一
般
納
付
金
基
礎
額
調
整
係
数

算
定
政
令
第
九
条
第
八
項
の
知
事
が
定
め
る
数
は
、
国
民
健
康

保
険
保
険
給
付
費
等
交
付
金
、
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
及

び
標
準
保
険
料
率
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
九
年
厚
生
労
働
省

令
第
百
十
一
号
。
以
下
「
納
付
金
等
省
令
」
と
い
う
。
）
第
十
条

第
一
項
に
掲
げ
る
数
と
し
、
一
・
〇
四
五
二
二
九
八
二
八
一
三
三

五
と
す
る
。

四

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
納
付
金
所
得
係
数

算
定
政
令
第
十
条
第
三
項
の
知
事
が
定
め
る
数
は
、
一
・
三
四

二
八
六
五
一
九
八
四
四
七
七
と
す
る
。

五

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
納
付
金
基
礎
額
調
整
係
数

算
定
政
令
第
十
条
第
六
項
の
知
事
が
定
め
る
数
は
、
納
付
金
等

省
令
第
十
六
条
第
一
項
に
掲
げ
る
数
と
し
、
〇
・
九
九
九
九
九
九

九
九
九
六
五
九
八
と
す
る
。

六

介
護
納
付
金
納
付
金
所
得
係
数

算
定
政
令
第
十
一
条
第
三
項
の
知
事
が
定
め
る
数
は
、
一
・
三

三
三
四
〇
六
二
七
八
五
一
五
七
と
す
る
。

七

介
護
納
付
金
納
付
金
基
礎
額
調
整
係
数

算
定
政
令
第
十
一
条
第
六
項
の
知
事
が
定
め
る
数
は
、
納
付
金

等
省
令
第
二
十
五
条
第
一
項
に
掲
げ
る
数
と
し
、
〇
・
九
九
九
九

九
九
九
九
九
二
二
九
七
と
す
る
。
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